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【1　 会社の概要】

　①　会社組織

　株式会社　佐々木事業所

 代表取締役　時田　　　 茂　

  ２，０００万円

 代表取締役　時田　　　 茂　 (昭和５９年０３月０２日就任)

 取　 締　 役　時田　札　子　(昭和５９年０２月２９日就任)

 取　 締　 役　時田　まゆみ　(平成０５年０４月０１日就任)

 取　 締　 役　時田　真　一　(平成２０年０１月３１日就任)

 取　 締　 役　渡辺　宗　尊　(平成２０年０１月３１日就任)

 監　 査　 役　時田　美和子　(平成１８年０２月２０日就任)

代 表 者

会 社 名

役 員 等

 〒041-0852 北海道函館市鍛治２丁目１６－７

事 業 開 始 年 月 日 昭和46年4月24日

昭和46年4月24日

本 社 ・ 工 場 所 在 地

設 立 年 月 日

資 本 金

代 表 者

 昭和４６年０４月２４日　株式会社佐々木事業所　資本金２００万で設立

 昭和５２年０７月２７日　資本金８００万に増資

 昭和５３年０８月２５日　道南産業廃棄物処理株式会社へ社名変更

 昭和５５年０７月２６日　株式会社佐々木事業所へ社名変更

 平成２０年０９月０６日　北斗市七飯浜４丁目１２番１８号に北斗支店を開設

事 業 経 歴

 昭和５８年０２月２３日　函館市の産業廃棄物収集運搬許可を取得

 平成０２年１２月０８日　資本金２，０００万へ増資

 平成０５年０９月０６日　北海道の産業廃棄物収集運搬許可を取得

 平成２８年０６月３０日　解体工事業の登録



環境管理責任者  専務取締役　時田　真一

連絡担当者  専務取締役　時田　真一

 ℡　0138-32-0582 Fax　0138-32-9024

ＨＰ：http://hakodate-sasaki.com/ Ｅmail：sasaki@ms1.ncv.ne.jp

　②　事業規模
年度

区分

 　売上高

 　従業員数

第3号 許可期間 R6.4.1 ～

R8.3.31

し尿を除く一般廃棄物

42

　t

592.9

人 39

～

30,756 25,057

636.0

34,826産業廃棄物の処分量

許可番号

2023単位

産
業
廃
棄
物

連絡先

（石綿含有産業廃棄物を含む）、動物の死体、ばいじん。積替保管なし。

燃えがら、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類（石綿含有産業廃棄

コンクリートくず及び陶磁器くず（石綿含有産業廃棄物を含む）、鉱さい、がれき類

20222021

第00100007686号 許可期間

物を含む）、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、ゴムくず、金属くず、ガラスくず、

許可番号

廃アルカリ（pH12.5以上のもの）、特定有害産業廃棄物、廃石綿等。積替保管なし。

許可番号

一
般

廃
棄
物

七
飯
町

許可番号 第17号 許可期間

百万円 570.0
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29

北
海
道

特
別
管
理

産
業
廃
棄
物

北
海
道

解
体

工
事
業

北
海
道

許可期間 R3.6.30

R6.4.1

～ R8.6.29解体工事業の登録について

登録番号 北海道知事(登-28)渡　第50号

R8.3.31

第00150007686号 許可期間 R3.2.9 ～ R7.12.4

廃油（揮発油類、灯油類、軽油類）、廃酸（pH2.0以下のもの。廃バッテリーを含む。）

R4.9.6 R11.9.5

一
般

廃
棄
物

函
館
市

一
般

廃
棄
物

北
斗
市

許可番号 第2-12号 許可期間 R6.4.1 ～

～
し尿及び浄化槽汚泥を除く一般廃棄物

R8.3.31

し尿および浄化槽汚泥を除く一般廃棄物

うち解体工事業の件数 件 76 79 72

解体工事業売上高 百万円 79 89 103

http://rrr3r.com/


③　組織体制（部門別人員配置図、処理業講習受講状況）

　ⅰ　組織・人員配置

※　EA事務局を含む

　ⅱ　産業廃棄物処理業の許可(更新）に関する講習受講状況

〇　(公財)日本産業廃棄物処理振興ｾﾝﾀｰ開催　

・　処分課程(更新）、Ｈ30年6月5日受講、終了証番号518014067号

　ⅲ　産業廃棄物処理技術管理者資格

破砕リサイクル施設技術管理士・・・２名

④　運搬車両の種類と台数

日産 8t ユニック付 深アオリダンプ

日産 ディーゼル 8t パッカー

日産 ディーゼル 8t 深アオリダンプ

日産 8t ユニック付 深アオリダンプ

日産 8t アームロールダンプ

日産 11t アームロールダンプ

運搬車両の種類

（　４名） （　３名） （　２０名）

作業課

代表取締役(1名）

環境管理責任者

営業部　総務部

EA21最高責任者
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日産 ディーゼル 11t 深アオリダンプ

日産 8t ユニック付 深アオリダンプ

日産 ディーゼル 4t 平ボデー

日産 8t ユニック付 深アオリダンプ

日産 8t ユニック付 深アオリダンプ

日産 8t ユニック付 深アオリダンプ

日産 ディーゼル 4t プレスパッカー

日産 ディーゼル 8t パッカー

日産 4t キャブオーバー 平ボデー

日産 ディーゼル 8t パッカー

日産 ディーゼル 8t パッカー

11,100kg

最大積載量
（kg）

3,600kg

6,100kg

3,500kg

3,000kg

1,850kg

3,350kg

10,800kg

3,200kg

6,300kg

5,600kg

3,750kg

2,000kg

3,300kg

台数

1台

1台

1台

1台

1台

1台

1台

1台

1台

1台

1台

1台

1台

1台

1台

5,500kg

2,000kg

1台

1台

7,900kg



⑤　産業廃棄物の処理実績

・受託した産業廃棄物の処理量（収集運搬量）

ｔ

ｔ

廃油・廃酸・廃アルカリ ｔ

ｔ

廃プラスチック類 ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

・排出した産業廃棄物の量（解体工事業）

t

t

t

t

t

t

t

⑥　地域融和

　　当社の施設は、利害関係者に対し公開するので、事前にご連絡してください。

⑦　環境保全への取組み

　ⅰ　エコアクション２１認証新規登録（番号0007390）…2011年8月23日／以降更新継続

　ⅱ　電子マニフェスト使用

【２　認証登録範囲】
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動植物性残さ

金属くず

ガラス陶磁器

石膏ボード

廃棄物の種類

燃え殻

ばいじん

紙くず

繊維くず

51

7

2,536

249

2,627

1

木くず

ガラス陶磁器くず

排出量

87.8

580.4

247.5

3058.8

74.0

0.1

31.8

石膏ボード

木くず

混合廃棄物

がれき類

石綿含有建材

廃棄物の種類

廃プラスチック類

2,015

混合廃棄物 4,633

がれき類

147

1,732

5,026

1,301

299

合計

171

4,261

鉱さい

汚泥



産業廃棄物収集運搬業

本社・車両置き場・北斗支店

ⅲ　レポートの期間  令和４年度４月１日から令和５年度３月３１日まで

一般廃棄物収集運搬業（函館市・北斗市・七飯町）※し尿及び浄化槽汚泥を除く）

解体工事業

ⅰ　サイト

ⅱ　事業範囲
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【３　環境方針】

　　　　（オ）廃棄物排出量の把握、及びリサイクルの推奨

　　　　（カ）二酸化炭素排出量の削減

　　　株式会社　サンアール　　　 
株式会社 佐々木事業所　

代表取締役  時田 茂　
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令和２年４月１日　 改定　

   　全従業員で取り組んでいきます。

おこない持続可能な社会の実現に向けて貢献致します。

　　１．　弊社業務における廃棄物を抑制します。

　　２．　弊社事業活動に伴う法規制の遵守を徹底します。

　　３．　弊社事業活動に伴う環境負荷の低減を目指します。

　　　　（ア）燃料使用量の削減

環　境　方　針

循環型社会を推進し環境負荷を軽減させます。そして限りある資源を大

株式会社佐々木事業所は、廃棄物の収集運搬業及び解体工事業を通して、

４．　上記環境方針に沿った活動を行う為、月例会議等で全従業員に周知徹底し、

　　　　（エ）水使用量の削減

　　　　（ウ）電気使用量の削減

　　　　（イ）紙使用量の削減

切にし、地球環境の維持・向上の為、環境に配慮した適正な企業活動を



【４　環境目標】

〇　中長期目標は、次表のとおり。

　電力

　ガソリン

　軽油

　①　温室効果ガス関係

　　ⅰ　CO2排出量は、認証登録から10年以上経過し新たな機器を導入しない限り削減が

　　　できないため、±0％を目標値とし、事業量の増加を目指すことにする。

    ⅱ　CO2の排出係数は、北海道電力の20２１年値（0.533）とする。

【５　環境活動計画の内容】

紙の使用量 100,000 枚 ±0% ±0% ±0% ±0% ±0%

±0% ±0%

±0%

12,877 kwh

3,860 Ｌ

±0％ ±0％ ±0％

±0%

　　　　　・待機電力なども気をつける

（４）　事務所で使用する紙の使用量の削減

±0%

　　　　　・３０分以上作業がない場合はＰＣの電源オフ

　　　　　・建設リサイクル法の順守

　　　　　・優良認定を受けている処分業者の選定や分別解体の徹底

（１）　収集運搬で使用する車両の平均燃費の向上

　　　　　・エコドライブの実践

（５）　上水の使用量を把握し、エコ活動を意識づける。

R０4年度 R０5年度

±0％

R０6年度 R０7年度

Ｒ０４年度 中長期目標

R08年度実　数 単位

（６）　解体工事業において排出する廃棄物の数量を把握し可能な限りリサイクルする

±0％

±0％ ±0％

±0％ ±0％

±0％

±0%±0%

±0%

±0% ±0%

±0％ ±0％ ±0％

±0％ ±0％

±0％

±0％ ±0％

±0％

±0％

±0% ±0% ±0%

 　CO2排出量 558,656

207,266 Ｌ

220 ㎥

目標項目

　水道水使用量

エネ
ルギ
ーの
内訳

削
減

23.24

（２）　営業で使用する車両の平均燃費の向上

　　　　　・エコドライブの実践

- 7 -

　　　　　・お昼や休憩時間の消灯、ＰＣの電源オフ

24,035 t

　　　　　・裏紙なども再利用する

　　　　　・ミスコピー、ミスプリントをなくする

暫時増加

廃棄物受託量

仕事量当りの環境負荷 ±0%

　　　　　・水道の出しっぱなしをやめる

　　　　　　　詳細：無駄なアイドリング、急発進、急加速、空フカシの禁止

　　　　　　　詳細：無駄なアイドリング、急発進、急加速、空フカシの禁止

（３）　事務所で使用する電気使用料の削減

±0%

Kg-CO2



ⅰ温室効果ガス

　　　CO2の排出量は、17，867　ｋｇ-ＣＯ２（3.2％）増加となった。原因としては電気・ガソリン・軽油の

　　　使用量が増加した理由もあるが、電力の二酸化炭素排出係数の変更もある。どちらにしても

　　　作業効率を向上し、これ以上の増加を防止する必要がある

ⅱ　水道水

　　　水道水は、３．６％上昇した。

ⅲ　仕事量あたりの環境負荷

　　仕事量当たりの環境負荷は、廃棄物受託量が約4．3％上昇したのに対し、昨年度とほぼ同様

　　廃棄物受託量の集計方法を見直し、数字を改めたためR０６年度はR０５年度をベースにする

0

ⅳ　解体工事業における産業廃棄物　排出量の把握及び可能な限り再資源化について

　　　排出する廃棄物の種類ごとの排出量の把握や、優良認定業者（リサイクルを推奨している

　　中間処理業者）と処分の委託契約をし、可能な限りのリサイクルをしている。

　3　次年度の取組に関する意見

　ⅰ　環境目標の変更の必要はあり。

Co2排出量の換算係数・および仕事あたりの環境負荷を考察にしようする関係で、

R０５年度を基準としてCO2排出量の削減をめざす。

±0

水道水使用量 220 ㎥ 228.0 8.0 3.6 ±0

廃棄物受託量 24,035

紙の使用量 104,500 枚 104,450.0

仕事量当りの環
境負荷

23.2437
Kg-
CO2
／ｔ

23.0086 -0.2351 

2　評価意見

99.0 ±0
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軽油 207,266 Ｌ 211,846.9 4,580.9 2.2

-50.0 -0.0

±0

電力 12,877 kwh 12,309.0 -568.0 -4.4 ±0

ガソリン 3,860 Ｌ 4,623.1 763.1 19.8

R０５年度 次年度
目標実績 単位 実績 増減差 増減比率％

±0

t 25,056.9 1,022.2 4.3 ±0

ＣＯ２排出量 558,656.0 Kg-CO2

【６　環境目標の実績と分析】

576,523.7

Ｒ０４年度
備考

　ⅱ　環境活動計画の内容は変更の必要はない。

投入
エネ
ルギ
ー等

17,867.7 3.2 ±0



【７　環境関連法規等の遵守状況の確認及び評価の結果並びに違反訴訟の有無】

　①　環境関連法規は、毎年1月に行政機関のＨＰ等で改廃等をチェックして当社に必要な法律を

　　次表のとおり確認しているため、適切と評価している。

　　　適用法令 　　　　主な要求事項 　確認状況

 廃棄物の投棄・焼却の禁止規定   遵守確認

 無許可営業の禁止規定   遵守確認

 廃棄物処理法  処理施設の設置許可規定   遵守確認

 一廃・産廃の処理（収集運搬）基準   遵守確認

 産廃の委託基準及び管理票の交付・回付・報告規定   遵守確認

 消防法・条例  灯油タンクの材質・保管基準 　届出で確認

 道路運送車両法  車両の排ガス・騒音規定 　車検で確認

 水質汚濁防止法  公共水域へ油流出に関する措置・報告規定   事例なし

 建設リサイクル法  事業者の環境物品等の取入れ規定   適宜実施

　②　廃棄物処理法は、当社の事業に直接関係する法律で違反すると操業ができなくなるため

　　違反することはないが、過去３年間に関係当局から違反の指摘もなく訴訟の事実もありません。
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【８　代表者による評価と見直し結果】

１　環境方針

　　令和元年４月１日に改定。状況により変更もあるが当面はこのままとする。

２　環境関連法規の取りまとめ等

　　環境関連法規一覧表は、新しい法規等を随時調査し更新する

３　環境目標及び環境活動内容等

４　システム・実施体制

　当社は、体制に問題はないため、変更はしない。

５　その他

ⅰ　中長期目標は、Ｒ０４年～Ｒ９年の5年間とする。

ⅱ　全ての基準年をR０５年度を基準に変更する。

ⅲ　CO2排出量を把握し可能であれば削減する。基準は±0％維持。

ⅳ　仕事量当たりの環境負荷を低減できるように努力する
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